
重要事項説明書 

  ＜令和 7年 8月 1日現在＞ 

１ 居宅介護支援事業者（法人）の概要 

法 人 種 別 ・ 名 称 株式会社 しんわ 

代 表 者 名 代表取締役 森 ペン 

所 在 地 ・ 連 絡 先 

（住所） 神奈川県横須賀市安浦町３－１６ 

（電話） 代表 ０４６－８２８－５０３０ 

（ＦＡＸ）   ０４６－８２８－５６３７ 

 

２ 事業所の概要 

（１） 事業所名称及び事業所番号 

事 業 所 名   しんわ福祉サービス松崎 

所 在 地 ・ 連 絡 先 

（住 所）賀茂郡松崎町江奈５７４－３ 

（電 話）代表 ０５５８－４３－３１００ 

（ＦＡＸ）   ０５５８－４３－３１１１ 

事 業 所 番 号  静岡県指定 ２２７０１００４８６ 

管 理 者 の 氏 名  山本 泰士 

 

（２） 事業所の職員体制 

従 業 者 の 職 種 
人数 

（人） 

区分 常勤換算後 

の人数（人） 
務内容 

常勤（人） 非常勤（人） 

管 理 者 １ １  1 
居宅介護支援事業の管理全

般を行う 

介 護 支 援 専 門 員 3 3  3 
ケアプランの作成及び給付

管理業務 

事 務 職 員 １ １  １ 
サービス等の連絡調整を行

う 

 

（３） 事業の実施地域 

事 業 の 実 施 地 域 松崎町、西伊豆町、伊豆市（土肥地区） 

  ※上記地域以外でもご希望の方はご相談ください。 

 

（４） 営業日 

営業日 営業時間 

平日 ８：３０～１７：３０ 

祝日 同上 

営業しない日 土・日曜日および１２月２９日～１月３日 

 （注）利用者のニーズにより、営業時間外でも対応いたします。 



３ 提供する居宅介護支援サービスの内容及び提供方法 

ア 居宅サービス計画（ケアプラン）の作成 

イ 要介護等認定の申請代行 

ウ 給付管理業務 

エ サービス事業者との連絡調整その他の便宜の提供 

４ 費用 

(１)利用料 

要介護認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付されるので自己負担はありません。 

介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、事業者に直接介護保険給付が行われない場合が

あります。その場合、お客様は１ヶ月につき要介護度及び加算条件に応じて、下記の利用料金全額

をお支払いください。利用料のお支払いと引き換えにサービス提供証明書と領収書を発行します。        

 

（２）交通費 

２の（３）の事業の実施地域にお住まいの方は無料です。 

それ以外の地域にお住まいの方は運営規程に定める別途費用が必要となります。 

 

 

 

居宅介護支援費 要介護１・２ １０，８６０円 

居宅介護支援費 要介護３・４・５ １４，１１０円 

初回加算Ⅰ ３，０００円 

入院時情報連携加算(Ｉ) 2,500円/月 

入院後 3日以内に病院又は診療所に訪問し、当該病

院又は診療所の職員に対して必要な情報提供を行っ

た場合 

入院時情報連携加算(Ⅱ) 2,000円/月 

入院後 4日以上 7日以内に病院又は、診療所に訪問

する以外の方法により、当該病院又は診療所の職員に

対して必要な情報提供を行った場合 

 

退院・退所加算（Ⅰ）ｲ 

 

 

4,500円/回 

 

医療機関や介護保険施設等の職員から利用者に関

する必要な情報の提供をｶﾝﾌｧﾚﾝｽ以外方法により 1 回

受けている 

退院・退所換算（Ⅰ）ロ 6,000円/回 

医療機関や介護保険施設等の職員から利用者に関

する必要な情報の提供をｶﾝﾌｧﾚﾝｽにより 1回受けてい

る 

退院・退所加算（Ⅱ）イ 6,000円/回 

医療機関や介護保険施設等の職員から利用者に関

する必要な情報の提供をｶﾝﾌｧﾚﾝｽ以外の方法により 2

回受けている 

 

通院時情報連携加算 

 

500円/月 

1か月に 1回の算定限度。             

利用者が医師の診察を受ける際に同席し、医師等に利

用者の必要な情報提供を行いｹｱﾌﾟﾗﾝに記録した場合 

 



５ ２４時間連絡体制 

 当事業所は専用の携帯電話を介護支援専門員が携帯し、２４時間連絡できる体制を確保し、利用者

の相談に応じます。 

 利用者のニーズにより営業時間外においても２４時間体制を確保し相談に対応 

 します。 

連絡先番号 ０８０－２００１－１８３４ 

６ 苦情相談窓口 

サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応いたします。 

当事業所お客様相談コーナー 

電 話 番 号 ０５５８－４３－３１００ 

Ｆ Ａ Ｘ ０５５８－４３－３１１１ 

管 理 者 山本 泰士 

対 応 時 間 ８：３０～１７：３０（平日のみ） 

しんわグループ本部 

総合相談窓口 

電 話 番 号 ０４６－８２８－５０３０ 

Ｆ Ａ Ｘ ０４６－８２８－５０２５ 

 

 

○ 公的機関においても、次の機関において苦情申出等ができます。 

松崎町役場 健康福祉課 

介護保険係 

所 在 地 賀茂郡松崎町宮内３０１－１ 

電 話 番 号 ０５５８－４２－３９６６ 

Ｆ Ａ Ｘ ０５５８－４２－３１８４ 

対 応 時 間 ８：１５～１７：００（平日のみ） 

西伊豆町役場 健康福祉課 

介護保険係 

所 在 地 賀茂郡西伊豆町仁科４０１－１ 

電 話 番 号 ０５５８－５２－１１１６ 

Ｆ Ａ Ｘ ０５５８－５４－１０１９ 

対 応 時 間 ８：１５～１７：００（平日のみ） 

伊豆市役所 健康福祉部   

長寿介護課 

所 在 地 伊豆市小立野３８－２ 

電 話 番 号 ０５５８－７４－０１５０ 

Ｆ Ａ Ｘ ０５５８－７４－０１５１ 

対 応 時 間 ８：３０～１７：１５（平日のみ） 

静岡県国民保険団体連合会 

介護保険課 

所 在 地 静岡市葵区春日２丁目４番３４号 

電 話 番 号 ０５４－２５３－５５９０ 

  

対 応 時 間 ９：００～１７：００（平日のみ） 

 

７ 併設事業 

・ 通所介護事業        （しんわデイサービス松崎） 

・ 介護予防通所介護事業    （しんわデイサービス松崎） 

・ 訪問介護事業        （しんわ福祉サービス松崎） 

・ 介護予防訪問介護事業    （しんわ福祉サービス松崎） 

 



 

８ 担当の介護支援専門員 

 あなたを担当する介護支援専門員は、     ですが、やむを得ない事由で変更する場合があります。

その場合は事前に連絡を致します。 

 

９ お客様へのお願い 

 居宅介護支援事業所が交付するサービス利用表や居宅サービス計画書、居宅サービス事業所が交付

するサービス提供証明書等は、お客様の介護に関する重要な書類なので、契約書・重要事項説明書と

一緒に大切に保管してください。 

 

【説明確認欄】 

 

   説明日     年  月  日 

   同意日     年  月  日 

   交付日     年  月  日 

 

居宅介護支援の申し込みにあたり、上記により重要事項を説明しました。 

 

        事業者      所 在 地  静岡県賀茂郡松崎町江奈 574-3    

                 事業者名  しんわ福祉サービス松崎       

                 説 明 者                   

 

居宅介護支援の申し込みにあたり、上記のとおり説明を受けました。 

 

        利用者      住 所                    

 

                 氏 名                   

        代理人または立会人 

                   住 所                    

 

                   氏 名                   


